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住
居
税
ピ
公
平
費
櫓
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第
九
巻

(第

一
號

四

八
)

四
八

住
居

税
ε

公

準

負

憺
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'

団
帥

戸

正

雄
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コ

コ

緒

言

〔
一
本
研
究
の
目
的

・
二
説
述

の
順
序
)

第

一
段

住
居
税
ξ
所
得
叉
ば
跡
座

ラ

　

ラ

ラ

其

L

住
居
税
ε
所
得

〔
一
住
居
税
が
所
得
に
射
し

公
平
な
叶
ε

い
ふ
見
解
A
所
得
の
大
小

よ
り
B
所
得
の
種
類

よ
り
二
布
見
解
の
批

評
A
大
盟
上
の
考
察
B
精

細
的
考
察

イ
同
額
所
得
者
に

つ
毒
1
主
観
的
動
機
よ
り
の
差
異
2
客
観
的
動
機
よ
り
の
差
異

ロ
異
類

所

(

(

(

●

(

(

(

得
者
【に
っ
音
三
右
批
〃許
の
實
際
上

の
滴
用
〉

其

二

住
居
税
ミ
財
産

ラ

ラ

ラ

第

二
段

住
居
税
ご
支
出

二

住
居
税
が
全
支
出
叉

11
全
奢
侈

的
支
出
に
射
し
公
平
な
リ
ピ
の
見
解

二
君
見
解

の
批
評
A
此

税
の
不
公
耶

(

〔

〔

B
他
税
ピ
の
相
野
的
公
平
V

、

.

、

.

(
結

賄

(全
文
の
要
旨
V

緒

,

言

う一
私
は
最
近
、
奢
侈
的
住
居
椀
(ヌ
は
高
級
住
宅
税
}を
立
案
し
な
。
具
案
及
之
が
説

明
は
追

っ
て
襲
表
す
る
こ
ご

(ぜ
し
て
、
弦
に
其
前
置
こ
し
て
、
由
来
實
際
に
行
は
れ
且

つ
理
論
上
最
も
多
く
論
議

せ
ら
れ
な
る
軍
純
な
る
住
居



視
が
、
.租
挽
の
第

一
要
求
な
る
公
半
負
憺
又
は
給
付
能
力
原
則
ご
如
何
な
る
關
係
に
立
つ
や
に
就

き
て
論
究
を
試

み
や
う
と
思
ふ
。
私

の
新
案
、
奢
侈
的
住
居
視

の
常
香
も
固
よ
り
先
づ
、
其

の
給
付
能
力
原
則
上

の
鏡
割
を
要
す

る
が
、
其

を
翁
す
に
つ
け
て
も
、
先
づ

一
悉
、
電
純

な
る
住
居
税
ε
此
原
則
ご
の
關
係
に
つ
き
て
由
来
行
は
れ
た

る
學
説

の
通
観

を
駕
し
世
淫

蕩

讐

す
る
所
で
あ

為
。
足
れ
私
が
藪
に
此
研
究
を
試
む
る
所
以
で
あ
を
。

ラニ
借
て
又
之
が
説
述

の
順
序

ご
し
て
は
、
先

づ
第

一
に
軍
純
な
る
住
居
視
の
普
通

の
課
税
標
準
な
る
住
居

の
賃
貸

(償
格
が
、
住
居
者

の
所
得
叉
は
財
産
ご

一
定

の
關
…係
に
あ
る
こ
ε
を
唱
ふ
る
學
読
を
塞
'け
て
之
を
批
評
し
、
次
ぎ

に
右

の
賃
貸
儂
幣
か
住
居
者

の
企
支
出
叉
は
全
奢
侈
的
支
出
と

一
定
關
係
に
あ
る
ご
籍
す
説
を
暴
け
て
之
に
批
評

を
加

へ
、
以
て
盟
　純
な
る
住
居
挽
が
如
何
な
る
度
ま
で
公
孕
負
憺

の
要
求
に
適
ふ
や
を
明
に
し
や
う
。

第

一
段

住
居
税
と
所
得
叉
は
財
産

其

一

住
居
視
ご
所
得

一
住
居
挽
は
普
通

↓
に
量
質
視
ε
も
構
せ
ら
る
、
程
で

(註
「
)
、
其
普
通

の
課
税
標
準
は
鄙
ち
仕
」居

の
賃
貸
一慣
格

で
あ
る
が
.、
之
に
つ
き
A
先
づ
其
賃
貸
慣
格

の
大
小
が
住
居
者
の
所
得

の
大
小

を
反
影
す
ε
い
ふ
見
方
が
.あ
る
。

即
ち
所
得

の
人
な
る
者
は
其
小
な
る
者
よ
り
も

}
層
人
な

る
屋
賃
を
有
ち
た
る
住
居
を
使
用
す
る
ε
い
ふ
の
で
あ

る
。
尤
も
之
を
傳
ふ
る
に

つ
き
學
者

の
用
ゆ
る
所

の
語
に
強
弱
が
あ
っ
て
、
或
は
屋
賃
が
此
所
得
關
係
を
示
す

の

住
居
税
ピ
公
平
負
揚

第
九
巻

(第
↓
號
.
四
九
)

・
四
九



凡

F

住
居
税
亡
公
平
貰
櫓

第
九
巻

(第
一
號

五
Q
)
.

玉
Q

最
[艮
標
準

ε
い
ひ

〔註
二
∀
、
或
は
大
盤
又
は
近
接
的

の
表
示
ε
も
い
ふ

〔註
三
)
。
そ
し
て
夫

の
佛
國
の
動
産
視

の

如
き
も
亦
た
此
綴
定
に
基
煮
た
る
も
の
Σ
如
く
で
あ
り

(註
四
)
、
而
し
て
叉
斯
か
る
假
定
を
生
す
る
に
至
つ
だ
理

論
上

の
根
糠

は
、
今
日

の
人
々
は
出
来

る
だ
げ
愉
快

な
る
生
活
を
遂
げ
や
う
8
い
ふ
欲
求
を
有

つ
所
で
、
所
得
大

う

に
飴
裕
が
大
ご
な
れ
ば
、
.自
ら
人
な
る
叉
高
債
な
る
住
居
を
選
む
こ
ご

、
な
る
ざ
い
ふ
に
在

る
,(註
五
)
。
B
其
か

ら
所
得

を
給
付
能
力

ε
の
關
係
は
膏

に
所
得
の
大
小
分
量
に
つ
き
て
之
あ

る
の
み
で
な
く
5
所
得

の
種
類
品
質
に

つ
き
て
も
之
あ
る
所
で
、
所
得
が
同

山
大
で
も
所
得
種
類
が
異
る
ご
き
は
給
付
能
力

に
大
小
を
生
争
.る
も

の
で
あ

る
。
例
之
人
的
所
得
者
は
物
的
所
得
者
よ
り
も
能
力

の
比
較
的
小
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
前
者
は
自
然
、
後
者
よ

り
も
割
合
に
小
な
る
住
居
を
取
る
こ
ご
に
な
る
の
で
、
住
居
叉
は
屋
賃
視
に
よ

っ
て
自
動
的
に
公
中
貫
捲

の
行
は

る
、
亡
い
ふ
こ
と
も
あ
る

(註
六
)
。
足
れ
亦
な
住
居
視
が
所
得
に
關
し
公
卒
負
推
を
得

る
上
に
於
て
の
長
所
で
あ

る
建
い
ふ
の
で
あ
る
。

む

む

〔註

一
)

諸

多
の
學

者

に
此

税

な
損

す

の

に
住

居

叉

に
屋
賃

種

ご

い
ふ
詞

な
用

ゆ

る
o
.例

之

、

ヘ
ソ
ケ

ル
、

工
i

ベ

ル

ヒ
、
プ

ア
イ

フ
ア

i

「
ド

τ

.

.ソ

あ

如
し

(芝

露

暴

-
彗

峯

。↓ω奮

「暫
§

;

R
昼

①
㌦
暴

豊

n

尤
も
或
學
者
は
住
居
屋
賃

税

P
.巨

昭

島
日

計

5

魯

O
、
冨

罫

巴

8

ボ
ー
リ

ュ
↓

、
屋
賃
及
住
居
税
(罫

。
9
誌

鼠

毛
。
巨

巨

碧

"窪
田
.

む

.

ブ
イ
ス
チ

y
グ
)
叉
11
之
寿
逆
に
し
て
住
居
及
屋
賃
税

匿

名
政
浩
家

モ

ふ
詞
為
用
ゆ
る
。
及
ご
い
ふ
字
か
用

み
た
ろ
場
合
は
其
前
後

の
も
の
々

別
物

ご
見
た
の
で
あ
ら
う
。
之
に

つ
守
加
藤
氏
に
住
居
税
は
屋
賃
税

ミ
同

一
で
な

い
。
.給
付
能
力
に
基
か
す

、
屋
賃
々
各
人
が
公
共
行
政
款
付
よ

り
畏
く
る
利
益

の
測
定
標
準
ピ
し
て
利
用
守
る
屋
賃
租
亡
同

一
で
か

い
。
住
居
の
外

に
他
の
建

物
な
も
税
す
ろ
所
の
屋
賃
税

ピ
も
同

一
で
な

い
ピ

1}Heckel,工.ehrbuch.II.S.2$O.Derselbe,Mletsteuer.(Conrad,Hwb.3

Aufl,VI.)S.696.Eheberg,Fm,.9Aufl.S・389・Pfeiffer,Staatseinnahmen・

II.S.482.Dawson,MunicipallifeandgovernmentinGermany.p・415一
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ふ
02)

F

駆

、
へ註

;
.

例
之

、
フ
チ
ツ
ケ
ば
地
貌

ば
住
居

の
慣
格
叉

は
僧
位
が
住
民
の
給
付
能
力

に
射
し
て
正
比
例
に
立
ち
、
窟

っ
て
其
通
當
な
裏

不
た
る
こ

ピ
の
假
定

ド
基
く
.ζ
い
ひ
、
ア
イ
ぜ

ン
ハ
ル
ト
は
所
得

に
射
し
て
公
準
な
る
割
合

々
示
す
消
費

に
他

F
な

い
`
い
ひ
、

コ
ツ
サ
に
牧

入
ピ
住
居

に

よ
71
生
じ
た

ろ
支
出
ε
の
間

に
11
關
係
が
存
す
ろ
ご
い
ひ
、
プ
ア
イ
フ
ァ
ー
に
少
く

ε
も
同

】
地

ド
て

に
或
度
ま
で
各
人
の
慮
労
し
得

る
方
便
が

大
ピ
な
れ
ば
な
ろ
ほ
こ
愈

々
多
く
彼

が
之
心
其
住
居

に
便
用
す
ろ
こ
ミ
、
な

る
な
假
完
了
る
か
得

こ
い
ひ
、

ロ
ッ
シ
ス
ー
に
賢
際
多
く

の
人
に
て

に
其
住
居
の
値
値
に
其

終
濟
状
態

の
最
長
の
徴

謹
な
り

ご
い
ひ
、
ラ
ウ
は
屋
賃
出
費

は
多
く

の
場
合
に
能
力
の
頁
琶
記
し
で
あ

ろ
円
い
ふ
。
夏

ら

に
グ
ラ
ー
フ
に
依
る
ご
フ
チ
ル
ク
ス
マ
ン
も
亦
た
.、
住

居
支
出

が
各
人
の
全
郷
濟
状
態
な
最
明
に
現
に
す
、

一
層
大
な

ろ
財
産
叉
に
所
得

に
て
は

。
.
.

の

-

住
居
出
費

の
相
宿
な
る
増
加
が
め
り
、
住

超
に
封
ず
る

】
層
大
な
る
出
費
が

一
層
人
な

る
財
産
叉
に
所
得
た
決
ぜ
し
む
`
い
ふ
考
で
あ
ろ
。

(註
一5

例

之
・
エ
ー
ベ
ル
ヒ
は
此
税
の
長
所
足
し
て
、
住
居
が
實
際
佳
肴

の
経
済
上
ゆ
地
位

の
大
儂
の
標
準
々
示
す
こ
ε
存
擧
げ
、
バ
ス
テ
ー
ブ

ル
ぱ
家
屋
税

(住
居
脆

ξ
混
同
さ
れ
た
る
)
の
行

11
ろ

」
理
由

ε
し
て
入
の
家
の
償
値
に
其
所
得

の
満
足
な
る
標
準
也

こ
い
ふ

信

仰

あ
り

ε
い
ふ

も

、
他
の
所
に
て
に
、
此
が
所
得

に
射
し
て
輩

に
可
な
り
比
例
駒
ピ
な

み
ピ
い
ふ
所
で
あ
ム
。

ポ
ー

リ
ユ
ー
も
或
所
で
は
、
屋
賃
の
大
さ
ば
財
産

叉
は
所
得

の
大
さ
の
最
多
く
歎

か
ざ
ろ
徴
誰
で
あ
ろ
ε
い
ふ
が
、
他
の
所
で
は
此
税
は
完
全
で
ば
な

い
。
併

し
兆
民
の
所
得
叉

に

む
し
ろ

能

力

O

に
、
財
政
事
項
に
て
出
来

る
だ
け
の
近
接

た
以
て
比
例
ピ
爲
す
心
得
こ

い
ふ
て
居

ろ
。
.

(
駐
四
)

ヲ
グ
ナ
ー
に
佛
國
の
動
産

税
に
っ
き

、
住
居
支
出
よ

71
所
縁
額
々
決
し
、
随

ふ
て
見
積
所
得

が
課
ぜ
ら

る

へ
き
も
の
足
し
て
所
得
税
的

の

の

.
紛

々
此
に
於
て
考

へ
た
ピ
い
ふ
。
同
様
の
趣
口
口
か

ヘ
ツ
ケ
ル
、
グ
ラ
τ

フ
、
バ
ス
テ
「
プ

ル
も
説
く
。

(
註
善

凶
之
、
ボ
ー
リ

ュ
ー
に
之

な
識
明
し
て
、
安
樂
ご
外
形
的
奢
侈
ε
な
愛
す
ろ
所
の
吾
人
の
祉
會

に
て
に

、
人
が

一
.股
に
其
財
産
に
つ
き
爲

す
所
の
第

一
行
蔵
は
其
仕
所
な
大

に
し
且

つ
美

に
す

る
こ
ピ
で
あ
る
ピ
い
ひ
、
ラ
ウ
に
多
く
の
入
に
廣
く
、
便
利

且
つ
適
當
な

る
住
居
の
愉
快

に

人

な
る
償
僅
々
置
き
、
随
み
て
富
者
に
其

所
得

に
相
富
な

る
支
出
た
此
住
居
享
楽

の
矯
め
に
爲

す
准
例

ピ
ず
ピ
い
ひ
、
プ
ア
イ
フ
ア
i
純
美
に
し

の

て
且

つ
廣
春
住
居
々
存

つ
へ
昏
希

望
に
凡

へ
て
の
交
明
國

に
於
て

「
股
で
あ
る
遅
い
ふ
。

住
居
税

ε
公
子
賃
機
.

第
九
巻

(第

一
號

五

「
)

五

一

2)Leroy-Beaulieu,Trait6.5益d.1.P.374.F廿isting、GrundzUged・Sしeuerlehre・

nungs-undLuxussteuern・S.249.Kato,WohD.,Fw.S.108.Sしaatsmanna.
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甲

住
居
稔
こ
公
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.

第

九
巻

(第

「
號

五
二
)

五
二

.越
智
薪
嘱
晶
翫
鰍蹴倒
捌雑
燃
蜥難
蠣
饗
翻
灘
擁
服翫　禦
鰐
難
風
綿
離

～
囎

曝

利
奮
持
.
.
.
警
其
.
筥
向
宝

永
.
的
.
現
.
書

留
終
一

割
倉
劣

額
.
支

羅

龍
懸
ハ縞
講
鎗
橋
懸
猷験
駅
縫
㌍
麟
騨
欝
欝
肺鱗

燃

蜘

横
難
諜
細鱗
{㎝禦
購
懸
灘
臨
…灘

　　黙
撫
　鞭
　織
搬
　　繊
　一　

得
者
よ
り
も

屠

大
な
る
住
居
支
出
養

す
旨

＼
も
な
る
・
,
そ
う
す
・
径

居
視
で
籍

付
能
力
濁

し
不
公

濫

濃

k
臨

平
な
る
結
餐

な
る
、ε
い
ふ
非
難
を
免
れ
な
い
。
成
程
其

は
不
公
干
魚
捨

に
は
相
違
な
い
・
が
併
し
他
に
之
を
恕

動

の

男

.



申

す

へ
き
所

以

の
も

の
が
多

少

は
あ

る
。
即

ち
鯨
裕

の
人

な

る
に
拘
ら
す

、
屋
賃

を
節

し
な

る
者

が
此
枕

に
よ
り
割

合
負
推

の
軽

き
を

照
る
こ
も
、
共

同
結
局

、
彼
が
肚

會

に
謝

し
資
本
充
實

に
貢
献

し
、
多
敷
民

の
生
活

を
豊

に
す

る
こ

ε
に
寄
臭

し
、
#

に
別

に
資
本
財
産

に
封

ず
る
課

税

び
機

會

を
與

ふ

る
こ

と
に
よ

っ
て
貢

献

広
樹
來

る
か
ら
、

太

し

さ
不
都
合

ご
は

い

へ
な

い
。
斯

く
辯
護

す

る
こ

ご
が

出
家

る
(註
一
〇
}。

2
第

二
は
客
観
的

原
因
で

、
各
人

の

ち

年
齢

健
康

、
.家

族
の
大
小

(濁
身

と
否
、
小
供

の
多
少

)
、
職

業

ハ註
=

)、
拙肌
會

的
地

位

〔註

皿
二
)、
慣

習

、
住
居

す

る
古

色
地

歴

(註
一
三
)等

の
爲

め

に
、
同

一
所

得

で
も
住
居

費

に
大
小

を
生
せ
ざ

る
を
得

ざ
ら
し

む
る
,
帥

ち
多

少

は
本

人

の
意

の
儘

に
な
ら
ざ

る
開
悟

に
て
割
合

に
多

一

の
屋
賃

を
出

さ
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ

ε
い
ふ
ご
ざ
が
あ

る
。

併

し
其
中

に
就

き

て
年
齢
健
康

の
如
.き

は
通
例
大

↓
て
有

力

の
も

の
で
蹴
く
、
慣
習

は
本

人

に
於

て
飴
程
打

勝

っ

こ
粒
が
出

来

る
。
但

し
健
康

の
程

度

に
よ
っ
て
は
時

に
普

通
人

よ
り
も
高
き
屋

賃

を
挑
ふ

の
鯨
儀

な
か
ら
し

め
洵

.

に
氣

の
毒

な

る
場

合

が
あ

る
。

で
精

密

に
い
ふ
と
少
く

と
も
特
殊

の
病
人
を
も

つ
家
族

で
は
之
を
斟
酌

す

る
が
至

.
當

ε

い
ふ
こ

ε
に

な
.る
。
併

し
其

の
之

を
斟
酌

す

る
方
法

は
甚

だ
六

つ
か
し

い
。

家
族

の
大
小

に
至
て
は
各
人

の

選
む
所

で
あ

っ
て
、
其
多

き
爲

め
に
割
合

に
大
屋
賃

を
彿

ふ
こ
ご

、
な
b

.
高

き
視
を
負

ふ
こ
乙

＼
な

る
ご
も
、

熱
は
自
業

自
得
で
あ

る
ご

い
ふ

見
方

も
あ
る
が
(註

】
四
)、
併

し
其
は
酷

で
あ

る
。
若

も
人

口

の
減
退

が
望

ま
し
く

な
く

、
家
庭

の
和
樂

、
人

々

の
健

康
維
持

が
肚
會

上
望
ま
し

ε
す

る
な
ら
ば

、
此

大
家
族

者
を
宥

恕
し
な
け
れ
ば

な
ら
諏
(註

一
五
)。
又
庇
が
斟
酌

は
太

し
き
困
難

を
見

す
し
て
實
行
ず

る

こ
ご
を
得

る
(註

=
℃
。

職
業

や
肚

會
的
地

住
居
税
己
公
午
貢
櫓
.
.
.

第
w
倦

(第

一
號

五
三
)

五
三

-

8)Heckel,工ehrbuch,II.S,282,Derselbe,Mietsteuereしc.S.697.

Heckel,Lehrbuch.II.S,282.Derselbe,Mieしsteuer .etc・S・697・Ros⊂her,9}

a.a.0.S.74.Vocke,a。a.0.S.364,Eheberg,a,a.0・S・389.Rau,a・a・

a.O.S.II8.Conrad,0.S.23C.Eisenhart,a.a.0.S.17x.一(=ossa,a・

QuincyAda血s,Gel〕dude-ulldMietsteuer,Grundriss,Fw.2Aufl.S.IIo.

S.66-7.

10}Vocke,a.a.0.S.364.
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U

住
居
税
ご
公
平
貢
捲
.

第
九
巻

(第
一號

五
四
)

五
四

位
や
は
、
其

の
矯
め
屋
賃

が
太
き
一
な
b
租
税
が
高
一
な
る
か
ら
嫌
や
こ
い
ふ
な
ら
ば
、
轄
業
、
廃
位
を
寫
せ
ぱ

可
で
あ
る
。
其
を
せ
ぬ
以
上
は
、
高
き
負
憺
も
自
業
自
得

`
い
ひ
得

る
が
其

は
番
い
。
或
は
高
き
肚
會
的
地
位
に

は
無
形

の
愉
快
が
あ
り
高
き
屋
賃
を
俘

ふ
職
業
に
は
其
れ
だ
け
利
益
多
き
こ
と
が
俘

ふ
か
ら
埋
合
せ
が
あ
る
ご
も

い
へ
る
(註
一
七
)。
が
併

し
天
造
ん
で
考
ふ
る
と
其
職
業
叉

は
地
位
に
件

ふ
屋
賃

ご
其

の
之
に
件

ふ
有
無
形

の
牧
人

ε
の
關
係
だ
け
な
れ
ば
、
其
間

に
公
箏
あ
b
ε
も
い
べ
る
が
、
更
ら
に
其
上
に
租
税
ま
で
も
屋
賃

に
加

へ
て
爾
ほ

公
雫
な
る
埋
合
が
む
b
や
は
疑
は
し
ε
も
考
え
ら
る
＼
。
特
に
地
位
に
俘
ふ
高
き
屋
賃
ε
い
ふ
方
は

一
の
虚
榮
に

過
ぎ
ぬ
か
ら
、
之
に
高
き
挽
を
負
は
し
て
も
太
し
き
不
都
合
は
な
ぐ
、
む

し
ろ
常
事
者
に
若
干
の
反
省
を
促
す
に

足
る
こ
も

い
へ
る
が
(註
天

V、
管
業
上
避

く
へ
か
ら
ざ
る
生
産
費
逮
も
見

る
へ
き
高
き
屋
賃

に
視
を
課
ず
る
の
は

産
業
塵
迫

の
嫌
も
あ
b
、
旁
々
此
方
は
母
酌
す
る
の
が
至
當
ε
い
ふ
こ
ご
に
な
る
。
で
之
に
つ
き
て
は
管
業
所
免

税
の
原
則
を
設

る
か
(註
一
九
)、
久
は
之
を
課
税
し
て
も
特
別
低
率
を
課
す
る
こ
ε
》
す

へ
き
で
あ
る
(註
二
〇
)。
其

れ
か
ら
住
庭
を
市
邑
地
匠

の
何
れ
に
定
む
る
か
は
各
人

の
自
由

の
や
う
に
も
見
ら
る
、
が
、
實
は
少
か
ら
季
職
業

、

・や
激
育
の
都
合

や
家
事
關
係
や
等

の
爲
め
に
制
限
せ
ら
る
、
か
ら
、
此
も
精
密
に
い
へ
ば
幾
分
の
斟
酌

を
加
へ
な
.

.

け
れ
ば
な
ら
ぬ
ρ
尤
も
屋
賃
の
高
き
庭
は
其
れ
だ
け
有
無
形

の
,何
等
か
の
利
益

の
多

い
庭

ζ
見
れ
ば
見
ら
れ

る
が
、

其

は
其

れ
で
埋
合
が
得
ら
れ
て
居

る
か
ら
、
其
上
に
も
屋
賃

の
大
小
に
よ
b
て
課
税
す
る
の
結
果
、
所
得

の
大
小

に
相
當
な
ら
ざ
る
課
税
ε
な
る
の
.は
不
當
で
あ

る
。
或
は
文
屋
賃

の
割
合
安

き
庭

に
住
め
ぱ
、
自
然
大
な
家
に
佳



曜

む
ご
♂

に
な
り
其

れ
・で
屋
賃

支
出

が
大

な

る
こ
ご
.、
な

っ

て
埋
合

が
得

ら

る

、
や
う

で
も

あ

る
か
(註
二
一
)、
實

際

ラ

其
は
決

し
て
十

分

な
る
埋
合

に
は
な
ら

ぬ
(註
二
二
)。
ろ
次

ぎ

に
は
異

類
所
得
者
間

に
て
は
大
賭

、
小
所
得
者

ほ
ざ
割

(

合

に
人

な

る
量
質

を
要

す

る
こ

い
ふ
關

係

が
あ

る
八議
二
一三
。
比

熱

は
屋
賃

に
累
進

税
率
を
適

用
す

る
こ
ご
に
よ

つ

.

助

て
、
所
得

に
饗

し
比
例

課
税

こ
な
ら
し
む

る
こ
ご
も
出

来

、
.更

に
最
下
級

小
民

に
は

一
定
額

以
下

の
屋
賃

を
冤

挽
す

る
こ
&
(註
二
四
)に
よ

っ
て
も
此
非
難

に
野
抗

す

る
を
得

る
。
け
れ

ε
も
夫

の
小
所
得
者
割

合

に
大
屋
賃

ご
い
ふ
關

係

が
精
密

に
い

へ
ば
右

の
如

き
規

則
正

し
き
累
進

を
至
當

ご
す
る

ほ
ご

の
規

則
正

し
き
關

係

の
も

の
で
な

い
こ
ε

を
忘
れ

て
は

な
ら

諏
。
叉

大
所

得
必
か

し
も
割
合

に
小
屋

賃

で
な
く
、
却

て
割
合

に
大
屋
賃

を
負

ふ
場

合

の
あ

る

こ
ε
を

も
考

慮
し

な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
(註
二
五
V。

(註
七
)

γ
エ
フ
レ
ー
ば
、
住
居
支
出
に
一般
に
所
得
の
標
塗
た
興
へ
な
い
ξ
い
ひ
か
コ
ン
ラ
ー
ド
ー1
人
の
住
居
が
其
生
活
状
態

へ
の
結
論
な
許
す

も
、
固
よ
噂
完
全
な
ろ
精
密
に
て
は
然
ら
す
ε
い
ひ
、
ブ
イ
ス
チ
ン
グ
も
所
得
の
使
用
に
エ
リ
仮
定
ぜ
れ
た
る
所
得
な
税
す
る
も
の
に
全
く
不
満

助

足

ξ

い
ぶ
。

恥

(誰
人

)

ニ
ッ
チ
は
曰

く

・
家

の
需

要

11
人

な

る
屈
伸

ヵ

々

示
す
。

特

に
住

居
家

屋

に
於

て
然
リ

ピ
。

(駐
九

∀

フ
ラ
ッ
ク
ー-
日
ヌ
、
人
的
嗜
好

が
住
居

の
選
揮
及
之
が
爲

め
に
爲

さ
る
、
支
出

に
大
な

る
重
要
巻
有
す
る
。
i

螢
業
者

の
申
に
て
も
努

力
向
上
す
る
人
に
永
春
間
往

々
に
し
て

一
生
涯

其̂
屋
賃
が
其
給
付
能
力

に
射
し
正
比
例
に
立

た
ざ
る
住
居

に
満
足
す
ろ
ご
。

」
ツ
サ
も
亦
曰
く

、

八
の
性
癖

、
噴
好
。
考
等
に
募
り
屋
賃

に
大
差
異
が
あ
ろ
ピ
.
更
ら
に
沢
ー
リ

ュ
ー
1i
曰
く
・
其
財
産
が
許
す
よ
り
も
以
下

の
屋
賃
な
有

つ
こ
ε

勘

に
エ

っ
て
税
な
逃

れ
ん
こ
す

る
吝
醤
漠
々
妨
ぐ
る
の
難
き

・
ミ

は
明
か
で

あ

ろ
ピ
。
,

(聾

9

ベ
ル
ギ
ゥ
ス
に
吝
齎
漢
、
特

ド
其
蜜

蓮

識
し
其
富
屋

産
的
に
使
用
ゼ
ざ

る
者

の
薮
に
太
く
な
㌢

・
い
μ
、
・
ル
も

、
吝
嗇
漢
も
今

住
居
税

ピ
公
平
頁
櫓

」

第
九
巻

〔第

一
號

五
玉

)

五
五

馳

㌔

11)

12)

13)

14)

Vo⊂ke,a.a.0.S.364.

Schaffle,Steuern.B.T,S.346-7.347.Conrad,a.a.O・S・110,Fuisting,

a.a.0.S.Io8.

Nitti,Principes.P.450.

Vocke,a.a.0.S..364.365.Coヨsa,a.a.0.S.118.Beaulieu,1.c.P.375.
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岬

吐

/

住
居
税
ε
公
平
頁
携

.

、

第
九
巻

(第

一
號

五
六
)

五

六

日

に
其
賓
々
徒
ら

に
蓄

積
ず
る
も
の
で
に
な

い
。
生
産
的
使
用
の
爲
め
に
放
資
す

う
も
の
で

あ
る
か
ら
、
此
が
國
密
な
壇
加
す
う
の
み
な
ら
ず

、

随
ふ
て
税
葎
佛
ふ

一
般
方
便
起
増
加

す
ゐ
亡
い
ひ
、
ア
イ
ぜ
ン
ハ
ル
ト
も
借
騒
人
が
安
き
住
居
に
て
住
居
税

な
貯
蓄
守
る
も
の
な
、
其
丈
け
多
く

他
の
課
税
す
.へ
ぎ
物
膿

の
爲
め
に
使
用
す
ろ
で
あ
ら
　
し
、
其
も
貯
蓄

す
る
場
合

に
に
資
本
税
為
課

ぜ
ら
る
.　

ミ

・
な
る
で
あ
ら
う
ε

い
ひ
、

粛
ー
リ
ュ
ー
も
此
吝
嗇
漢
に
後
日
国
庫

に
よ
-1
取
ら

る
、
な
得
ろ
。
彼
等
が
消
費
ぜ
ざ
う
も
の
は
貯
蓄
に
封
ず
ろ
恩
恵
及
奨
励

の

一
極
で
あ
ろ
。

文
相
綾
税
の
あ
ろ
ご
き

収
、
此
吝
齎
漢
に
二

っ
て
貯
蓄
さ
れ
た
る
所
得

ば
年

々
刻
ん
で
稚

ぜ
ら
ろ
」
代
り

に
、
死
時
に

一
纏

め
こ
し

て
税
ぜ
ら

る

瑚

ろ
こ
ミ
㌔
な

ろ
。
尤
も
此
が
縮

少
き
割
合
で
あ
ら
う
。
兎
に
角
、
画
家
に
大
し
て
失
に
な

い
で
あ
ら
う
ミ

い
ふ
。

尤

も
之
に
封
し
反
封
為
表
す

ろ
あ
り
D
例
之

フ
チ
ソ
ケ
の
如

し
。
曰
く
、
斯
.か
ろ
節
約

に
一{
恩
典
な
與
ふ
る
低
め
リ
ピ

い
ふ
が
、
其

1工
實
際

め
る

よ
り
は
通
告
た
う
も
の
で
あ
ろ
。
何
ざ
な

れ
ば
画
家
ば
頁
音
挫
済
人
よ
q
維
持
さ
る

へ
音
で
あ

っ
て
・
節
約
が
承
認
す
べ
春

も
の
で
あ
っ
て
も

、

此

が
租
税

秘
菟

ぜ
ら
る

へ
音
も
の
で
な

い
か
ら
。
或
人
が
其

結
付
能
力

の
割
合

に
蹲
り
少
く
佛

ふ
だ
け
は
・
他
の
人
が
盤
り
多
く
佛

ば
な
け
れ
ば

励

な
ら

擾
こ
ぐ」
に
な

る
o
そ
し
て
此
11
不

正
で
あ
る
ご
o

(註

一
一
}

例

之

ラ

ウ
に

多
く

の
醤

業
叉

に
其
他

の

職
業

に

よ
り

て
或
大

さ
、
地
位

及
性
状

の
佳
.居

な
取

る
蝕
儀

な

音
.こ

ε

」
な

み
。

i

・然

る

に

他

の
者
例
「之
資
本
家
及
多
く
の
恩
給
持

ば
此

に
つ
き
自
由
な

る
選
擦
な
育

つ
こ
い
ひ
、
フ
チ
ツ
ケ
に
螢
業
者

が
其
瞥
業

の
薦

め
に
家

に
於
て
よ
り

も

一
局
多

く
旅

行

に

め
7一

、
家

が
唯

だ

寓

居

に
過

毒

ざ
ろ
人

ば
此

税

に

よ
71
宥
恕

ぜ
ら

ろ

、
。
i

然

う
に
多

く

の
者

11
職

業

及
管

渠
事

情

ド
よ

り
然
ら
ざ
れ
ば
其
纏
海
上
の
地
位

に
相
當

な
る
よ
ゆ
も
高
音
住
居
な
育

つ
こ
ミ
毎
餓
儀
な
く
さ
る
、
.こ
い
ひ
、
ロ
ッ
γ
ア
ー
に
屋
賃
租
の
不
公
平

"」
な
る
場
合
ピ
し
て
、
交
通
頻
繁
な
る
地
位
及
最
下
階
の
家
に
佳

ぜ
さ
る

へ
か
ら
さ
る
小
費
商
人
ご
大
商
八

軒
に
銀
行

ご
の
封
立
な
擧
げ

、

コ
ン

ラ
ー
ド
は
業
務
が
往

々
に
し
て
労
働
者

、
前
人
、
役
人
為
し
て

一
定
の
地
方
に
住

ま
ざ
ろ
為
得
ざ
ら
し
め
・
叉

は
特
に
廉

き
場
所
々
使
は
ざ
る
た

得

ざ
ら
し
む
る
o
例
之
其
住
居

に
て
同
時

に
仕
事
場
海
も

つ
指
物
師
の
如
し
ミ
い
ふ
。
其
他

プ
ァ
イ

フ
ァ
ー

、
ワ
ル
カ
ー
、

ニ
ツ
チ
、
ヘ
ツ
ケ
ル
、

情

工
1
ペ
レ
ヒ
・
等
比
關
係
よ
り
す

る
不
公
平
な
注
意

す
る
所
で
あ

る
。

(
讐

;

コ
ツ
サ
に
人
の
地
位
の
種
類
に
め
町
屋

賃

に
大
差
異

心
生
す
ろ
三

差

説
き

・
フ
チ
ッ
ケ
も
地
位

の
關
係
が
之
に
關
係
め
る
こ
ε
か
唱

へ
、
之
か
例

ξ
し
て
市
民
ば
役
人
よ
り
も

一
局
簡
輩

に
住
居
す
ε
爲
す
。

グ
ラ
ー

フ
に
特
に
高
曇
役
人
ば
其
泄
會
上
の
地
位

の
爲
め
に
富
者

ε
佳

15)

16}
17)

Bcrgius,Grund5益tzed.Fw.S,27.6・Eisenharし,a・a・0・S・181.Mill,
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驢

馬

⑧

居

々
同
ふ
ぜ
ざ
る
ぺ
.か
ら
ざ
み
も
の
{
す
。

或

に
見
様

ド
エ

っ
て
に
此

に
入
れ
る
こ
ε
が
出
来
、
見
様

F
よ

っ
て
に
、
前

の
主
観
的
原
因
に
鍛
ふ

へ
き
興
味
わ
る
事
例

は
フ
ナ
ツ
ケ
の
塁
ぐ
る

祈
の
も
の
で
あ
ろ
。
即

ち
財
産
家
が
其
筈
業
及
富
裕

り
減
退

に
際
し
、
其
支
出
上
出
來

る
た
け
永
く
人
の
注
意

に
嬲
れ

ざ
ら
ん
甲、
努
む
る
こ
守、
で

瓠
(駐

=
昌
V
.
ラ
ウ

は
屋

賃

に

異
れ

る
場

所

に
て
頗

る
不

等

こ

い
ひ

、
プ

ア
イ

フ

7
1

、
フ

チ

ッ
ケ

、
及

コ
ど
フ
ー

ド

も
地
方

に
二
り
屋

賃

の
大

差

異

あ
り

ζ
爲

し
・
市

こ

田
舎

ピ
の

封
照

々
擧

げ

、

エ
ー

ベ
ル

し
は

更
ら

に
曲

屋

賛

が
田
舎

足
都
市

ξ
の
聞

及
各

箇

の
市

羅

に
て

も
著

し
き

相
違

あ
り

ミ

い
ふ
。

ヘ
ッ
ク

ル
は
住
居

費

に
市

営

に
よ
叫
異

71

、
屋

賃

11
特

に
急

速

に
獲
展

す

ろ
市

に
て
は

、
.
一
層

不
動

な

る
事
情

々
有
す

る
露

に
於

け

ろ

工
り
も
相
野
的

F
も

「
暦
高
し
ε
い
ひ
、

員
ツ
チ
は
頗
る
貧
な
%
國

に
し
て
新
築
の
薦
め
に
資
本
な
投
ず
る
こ
ぐ」
少
告
噂

は
、
屋
貫
が
頗

る
高

20

く

馬
柱

心
に
し

て
(
下
級

者

の
薦

め

の
伊
太

利

の
ナ

ポ

リ
の
如

く

)所
得

の
三

分

の

一
文

に

二
分

一
々

成

す

亡

い
ふ
て
居

ろ
。

〔註

一
四

∀

之

に

つ
き

ペ
ル
ギ

ウ

ス
に
此

非

難

に
考

慮

の
値

が
な

い
。
何

ぐ」
な

れ
ば

其
財

産
状

態

・ト
£
り

て
愉

快

に
且

2
艮
(
養

育

し
得

ろ
よ
り

も

多
く

の
小

僕

々
作

っ
た
も

の
は

・
其

が
爲

め

に
少

き
税

為
挑

ふ

ご
ε
な
要

求

す

ろ
横
利

々

看

た

ぬ

か
ら

こ

い
ひ
、

,ー
ル
に
彼

11
不

干

恥

い

ふ
資

格

は

な

い
。

何

ε
な

れ
ば

大

な

ろ
家
族

た

有

つ
・
;
」
は
彼

自

ら

の
撰
擢

で

あ

ろ
か

ら
。

公
益

に
關

す

る
κ
け

で

に
此
が

奨
働

さ

ろ

」
よ
り

は
む

し
ろ

.

鋤

抑
.
.さ

る

へ
音

も
の
で

あ

る
こ

い
ふ
。

(註

一
五
)

ボ
ー
1

1
に
此
不
千
畑
解
く
に
は
税
率
F
て
家
族

の
員
数
々
考
慮

す
れ
ば
可
ピ
い
ひ
、
フ
チ
・
ケ
も
亦
未
婚
者

の
重
質
櫓
及
小
僕
鍛

鋤

の
斟
酌

F
よ

っ
て
之
奄
計
算
す

う
な
得

こ
す
9

註

一
六
∀

允
も
此
か
標
準

の
定
め
方
が

多
少
恣
意
毒

ふ
の
弄
難
が
め
り
(
・
チ
・
ケ
)
、
此
考
慮

が
多
少
此
課
暁
の
長
所
た
る
賦

課
の
容
易
な
損

す

る
・
、ε
に
に
破
る
。
即
ち
各
住
家

に
幾
人

の
住
者
め
り

や
の
問
題

の
確
定
か
融
税
者

の
内
部
及
家
族
事
情
に
於

σ
る
痴
ま
し
き
侵

入
な

伜
ふ

響

〔
グ
ヲ
ー
フ
)。

戸註

一
七
V

ミ
ル
巨
之
に
っ
き
、
螢
業
者
が
倫
敦
の
大
通

の
如
く
屋
賃

の
濁
占
奪
な
ろ
地
位

に
生
活
す
ろ
々
饒
儀
な
く

さ
る
、
`

い
ふ
訴
は
注
意
の

値
な
き

や
う
で
あ
駈
。
僻
冨
」
な
れ
ば
彼
が
此
特
別
地
位

工
叫
　偲
べ
く
期
待
す
る
特
別
利
益
が
、
彼

に
ご
り
其
辞

別
費
用

ご
同

[
以
上
な

ろ
の
故

の

住
居
税

ご
恐
雫
頁
循

第
九
巻

(第

一
號

五
七
)

五
七

ossa,a.a,0.S.118.Vocke,a.a.0.S・364-5・Graf,a・a・O・S・Io7・
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.

卵

住
居
税
ε
公
準
資
榴
備

.

第
九
巻

(第

』
號

五
入
∀

五
人

外
荘

何
人
も
之
な
儒
さ
な

い
か
ら
5

び
、
ホ
フ
マ
ン
も
此
場
合

に
特
別
の
員
櫓
が
多
(
は
螢
業

の
特
別

の
攻
釜
.に
よ
っ
て
賠
償
ぜ
ら
.る

§

翫

・

(註

一
八

}

元

応
グ
ラ

ー

フ
は
予

ぐ」
反
野

の
見

ん
取

ろ
川

曰
く

、
斯

か

ム
虚

備

な

ろ
紅
會

的

名
養

凱
為
抑

一9

る
こ

オ

に
此

税

が
貢
献

す

ろ
こ
ミ

は
何

・

等

の
掻

害

な

し

ζ

い
ふ
者

あ
ら

ん
%

、
斯

か

る
税

に
よ

つ
て
に
彼

等

の
匪

賊

に
行

11

ろ

い
観

念

の
犠

牲

ご
な
れ

る
罪

な
き

者

の
み

怨
税

す

ろ
こ

ε

の

ピ
な

る
。

此
ロ見
解
其

も
の
は

税
法

に
て

は
抑

へ
ら

れ
な

い
。
此

ド
Pμ
鵡非
.常

な

み

}
般

的

畠肛
會
問改
革

な
妥

一り
る
で

あ
ら

・り
ご
02

(』旺

一
九
一)

諸

彦

學

者

は
此
伝幌
に
於

て
螢
業

新

た

免
税

す

へ
し

♂
・駕
す

Q

ラ

ウ

、

凸
ツ
吻

ル
、

ミ
ル

、

フ
グ

ナ
ー

、
プ

ア

イ

フ
ア
ー

、

ア
イ

ゼ

ン

25

ハ
ル
ト
の
如
一
。

〔註

二
〇
∀

ア
イ
セ
ン
ハ
ル
ト
ー1
螢
業
用

9」
混
合
ぜ
る
住
居
の
場
合
に
は
低
率
か
課

す

へ
し

ピ
し
、
匿

名
政
漕
家
は
瞥
業

所
叉
は
瞥
業
用

の
室
及
場

所
に
小
な

ろ
率

々
貢
ふ

へ
き
も
の
こ
し
、
.ボ
ー
リ

ュ
ー
11
職
業
上
の
必
要

(例

之
、
醤

師
辯
護
士
の
知
者
)
に
關

し
て

一■
税
率

の
制
定

に
於
て
考
慮

な
駕
す
ご
己
心
得
る
。
其
職
業

が
洞
駈
得
、々

も
つ
人

の
普

蓮
の
屋
賃
鼠
り
も

「
履
大
な
ろ
屋
賃
尋
餓
俄
な
く
さ
ろ
㌔
義
務
者
の
爲
め
に
税
率
を

一

が

定
度
ド
て
螂
　減
す
る
為
得

ろ
芝
.い
ふ
。

(註
二

ご

一、、
ル
に
日
ぐ
、
屋
賃

の
低

愚

で
に
所
得

の
同
額

の
合

通
例

一
　笑

且
.つ
馨

家
居

佳

1

6

斯
の
如
く
に
し
て
屋
賃

爵

し
最

初

に
見

-9
ろ
毒

は

一
層
多
く
其
所
得
の
同
割
合

金

出
す
る
窪

に
な
ろ
。
苦
熱
ら
ざ
れ
ば
、
恐
ら
く
に
彼
等
の
多
く

髭

等

の
場
慮

に
住
す

ろ
の

に
他

ド

て
住

す

る
に
に
餓

り

に
貧

な

ろ
が
矯

め

で
あ

る
。

腿

ふ
て
軽

く
課
税

ぜ
ら

ろ

へ
き

最
強

昔

要
求

な

符

?

・。

ベ

ル
ギ

ウ

ス
も

亦
た

略

ぽ
固
事
嚥

い
ふ
曰
く

、
大
都
市

に
て
に
人
が
小
住
居

に
藷

辱

る
…

、
多
く
の
場
慮
に
て
屋
貸
は
住
民
が
貧
な

る
の
故

に
低
き

・
墓

考
察

に
來

を

。
ラ

チ
ル
・
ス
マ
ン
も
人
が
特
に

高
荏

居
費
の
存
す
る
虚
で
は
室
の
鍛

に
於
げ
有

限
に
よ

っ
て
税
ね
軽
く
す

る
心
得
る
こ
ミ

佳

塞

警

警

鐘

居
璽

の
+
分
・
鳥

足
あ
・
・
墓

地
建

屋
謁

な
ら
し
ゆ
ぎ

ミ
に
よ
っ
て
羅

茎

グ
ヲ
ー
も

藍

≡

)

グ
・フ
1
フ
ーー
フ
完

〃
ス
マ
あ

説

に
射
し
て
反
駁
し
て
曰
く

、
斯
か

る
詮
明
か
正
富
か
は
疑
問
で
あ

る
・
何

叢

れ
径

居
価
値
の

左
な
ζ
干㌧も

既
に
高
く
随

っ
て
其
上
の
税
の
特

に
重
く
匿
炮
す

ろ
所
で
は
、
此

ド
6
り
生
ぜ
ら

ろ
㌦
住
室

の
鰍

の
制
限

は
確

か
に
鰹
易
ミ
に
感

ぜ

ら
れ
す

し
て
犠
牲
ざ
感
ぜ
ら
れ
、
小
市

等
に
於
57
ろ
如
く
、
大
住
居
の
安
善
威
で

は
、
此
安
奇
住
居
便
格
に
通
例

た
父
小
市

の
民
が
太
市

の
民

に
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`

比
し
て
譲
ろ
所
の
諸
缺
乏

、
例
之
小
供
多
き
家
族

に
に
重
く
感
ず
べ
巻
貝
學
校
及
教
育
所
の
缺
乏
及
之

に
二
円
條
件

さ
れ
た

ろ
子
女
の
多
狸
な
る

外
讐

於
σ
・
鞍

に
等

ろ
合
理
筆

準
で
碧

か
ら
。
此
輩

藷

甚

居
税
に
奇

難
壁

ぜ
ら
乃
・
・、き
に
此
に
正
蒼

い
ふ
舞

ね

勅
ε
o
.

(註

=
冒
じ

フ
チ
ツ
ケ
ー
フ
グ
ナ
ー
・

二
一
ベ
ル
ビ
、
ア
イ
ぜ

ン
ハ
ル
ト
、
グ
ラ
ー
フ
、
加
藤
等

、
所
得
の
大
な
う
に
随

っ
て
割
合
に
小
な
ろ
住
居

支
出
々
駕
す

ニ
ミ
々
説
く
。
特
に

ロ
ツ
γ
ア
τ
は
小
所
得
彪
有
す
ろ
家
計
特

に
莫
大
市

に
於
げ

う
も
の
に
富
者
よ
り
』
其
全
支
出

り

一
尉
大
κ

る

割
合

な
住
居

に
使
用
下
る
を
例

ド
ーす
ピ
し
、
例
之
、
儒
林
で
1工

一
入

大
入
年
に

一
萬
八
千
タ
ー
ラ
ー
以

上
の
所
得
を
有
す
る
所
得
税
義
務
者
1i
住

居
虜
賃

に
勒
し
所
得

の
七
・五
七
%
・

]
千

一
、百

タ
ー
ラ
L

の
所
得
税
義
務
者
に
二
七
。
五
五
%
、

一
千

タ
ー
ラ
ー

以
下

の
に
五
〇
.○
○
%

以
上

な
支
出
し
た
こ
い
ひ
ー
ヲ
ウ
は
佛
蘭
西
の
憲
法
議
會
に
て
は
其
動
産
税
の
制
定

に
於

て

一
萬

二
千
法
の
屋
賃
は
†
二
倍
半

の
所
得
に
相
賞
し
、
三

千

乃
至
五
千
法
の
屋
賃

は
入
倍

の
所
得
に
、
二
千
乃
至
二
千
五
百
法

の
屋
賃
に
六
倍
の
所
得

F
、
五
百
乃
至

一
.千
法

の
屋
賃
に
四
倍
の
所
得

に
、

、
百
乃
至
五
百
法
の
屋
賃
は
三
倍

の
所
得

に
、
百
法
以
下
の
屋
賃

は
二
倍

の
所
得

に
相
賞
す
る
・、
ピ
怨
恨
定
し
逸
ε
い
ひ
、

コ
ン
ラ
ー
ド
は
簡
早
な

ろ
労
働
者
の
住
居
が
上
流
階
級

の
住
居
よ
り
も
割
合
に
高
音

き

は

一
般
の
…盤
駅
で
あ
る
。
特
に
大
市
で
に
労
働
者

の
家
族
11
其
所
得

の
五
分

「

乃
至
三
分

一
窪

居

の
爲
冷

麦
出
し
な
く
て
な
ら
ね
。
小
官
吏
は
四
分

一
、
高
級
官
吏
-・
五
分

一
乃
至
六
分

【
、
然
る
に
鼠

ろ
富
め
る
人
は
往

々
F
し
て
輩

に
百
分
五
乃
至

一
の
み
為
住
居
の
薦

め
に
使
用
す
ろ
こ
と
々
假
寇
す
る
だ
得
る
こ
い
ひ
、

ヘ
ツ
ケ
〃
ば
統
計
研
究
に
依
れ
ば

、
太
市

で
に
下
層
紅

會
に
其
所
得
の
三
分

一
乃
至
五
分

一
、
中
等
階
級
に
四
分

一
乃
至
六
分

一
、
上
流
階
級
11
七
分
の

一
乃
至
十
分
の

一
、
全
く
富

め
る

鋤

階
級

一工
恐
ら
く
は
十
二
分

一
乃
至
二
+
分

一
な
住
居
目
的

に
使
用
す
こ
い
ふ
。

(註

二
四

)

ヘ
ッ
ケ
ル
、
ラ
以
、
ホ
フ

マ
ン
、
ア
イ
ゼ
ン

ハ
ル
ト
等
、
齎
し
く

「
定
最
小
住
居
支
出
の
免
税
々
認
む
。

一
九

〇
七
牟

に
立
法
部
に
報

告
為
出
し
た
る
紐
育

の
特
肘
租
税
委
員
會
の
薦
め
た
る
鍵

住
居
税
も
唯
小
所
得
存
有
す
ろ
者
な
課
ぜ
ざ
る
が
如
膏
+
分
牽

菟

税
だ
條
件

ヒ
し

た
(
マ
ー

シ
プ
)。

プ
ァ
イ
フ
ァ
ー
は
此

一
定
屋
賃

㊨
免
税
は
人
の
生
存

に
必
要
な
ろ
支
出

は
免
税
す

へ
し
ざ

い
ふ
ご
ε
た
要
求
す
ろ
公
正
理
由
よ

O

,

ヨ

コ

り
も
要
求
ゼ
ら
る
ぎ
い
ふ
g

ム
註
=
五

ピ

ポ
ー
リ

ュ
ー
は
日
く
、
實
際
頗

る
人
な

る
財
産
に

つ
き
て
見
れ
ば
、
国
貨

に
献
げ
ら
ゐ

」
所
得

の
割
合
に
屡

々
中
等
有
産
者
反
往

々
に

住
居
税
建
公
平
貢
憎
.

第
九
巻

(第

一
號

五
九
)

五
九

29)
30)

51)

Graf,a.a.O.S.179.

Vocke,a.a.O.S.364.Ebeberg,a.a.O.S.389.Wagner,a.a.0-
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■

住
居
磐

公
平
貢
搬

.

.

第
九
巻

(笙

號

六
〇
)

六
Q

し
て
労
働
者
が
其
佳
.居
に
供

す
る
所
得

の
割
合

エ
リ
も

一
届
大
な
る
』
の
で
あ
る
。
例
之
、
年
金
よ

り
十
五
萬
叉
に
二
+
萬
法
存
受
ろ
人
に
往

々

に
し
て
大
な
み
市
、
特
に
巴
里
匡
て
其
屋
貸
三
萬
叉
は
四
萬
法

に
も
達
す
る
邸
宅
彪
構

へ
る
が

、
(同

一
の
人
が
往

々
に
し
て
其
屋
賃
四
千

叉
は

ロ

に

五
千
法
な

る

へ
き
田
舎
の
家
進
講

へ
ろ
)
一

斯
く
て
頗

ろ
大
な

ろ
密

々
有

つ
人
が
其
所
得

の
六
分

一
、
五
分

て

往

々
に
し
て
四
分

一
た
も
屋

32

賃
に
供
す
る
こ
ε
稀
で
.な
い
ε
。

ラ巳
斯
く

の
如
く
此
住
居
視
が
精
密
に
所
得
に
關
嚇
し
て
公
卒
と
は

い
へ
な
い
に
も
せ
よ
、
日
本
の
所
得
税
の
如
く

人
的
所
得
者
に
渦
重
賞
櫓
…ε
な
っ
て
大
部
分
の
物
的
所
得
者
を
見
逃
し
叉
は
軽
く
負
推
せ
し
む
る
も
の
に
比
す
る

ε
、
或
は
む
し
ろ
此
住
居
椀
の
方

か
大
髄
上
に
公
平
を
得
て
居

っ
て

一
層
長
き
も
の
と
も
い
ひ
得

る
。
然
れ
ば
と

う

ヘ

コ

て
夫

の
嘗
て
英
佛

に
て
試
み
ら
れ
た
る
如
一
、
.所
得
椀

の
代
り
に
此
住
居
税
を
.8
い
ふ
運
動
が
此

は
金
権
的
・
反

賢
主
的

で
固
よ
り
探

る
を
得
な
い
(註
三
八
v。
む
し
ろ
日
本

蓄

で
は
折
角
有

つ
所

の
所
得
税
を
改
昏

完
成
し
・

そ
し
て
住
居
視
の
或
改
讐

れ
た
る
も

の
に
て
其
所
得
税
を
補
完

せ
し
む
る
の
か
最
得
策

で
あ
ら
う
・
住
居
枕
に

此
補
完

能
力

さ

へ
な
し
ε
見

る
人
も
あ

る
が

、
其
は
過

ぎ

て
居

る
(註
二
七
}。

垂

=
六
)

・
チ
ソ
ケ
髭

運
動
寓

し
て
蓼

の
富
者
の
利
益

の
爲
め
・・
し
・
・
生

湿

住
居
税
の
攻
讐

】
部

・
主
義
的
で
・
封
建
的
・
同

の

業
組
合
的

、
及

セ
ミ
チ
ソ
ク
的
色
彩
な
育
ち
、
此
税

の
辯
護
に

一
部
矢
張
り
主
義
的
で
・
金
力
的

ピ
い
柚

(謎
=
㌻

フ
、チ
ッ
ケ
髭

繋

所
得
税
の
補
完
も
爲
し
得
率

。
何
要

れ
髭

か
所
得
磐

里

の
課
税
標
準
即
ち
全
給
付
能
力
藷

套

不

確
・
・
猿

毛

嚢

・
れ
・
・
あ

書

・
か
・
…

ふ鑓

住
羅

に
所
得
選

加
養

際
・
人
の
籍

付
能
力
註

醤

鍵

ぜ
ん
与

る
も
の
で
な
く
、
単

に
屋
賃

に
現
は
れ
た
ろ
特
別
給
付
能
力
為
捕
捉
す

る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
此
非
難
幡
當
ら
な
い
。
此
住
居
税

ご
雌
も
他

の
諸

税
ε
共

に
所
得
税
の
補
完
ピ
な
る
こ
ご
な
得
る
。
.

32}

33)

34)

35)
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其
二

住
居
挽
ε
財
産

r

砦

如
-
住
髭

緕

得
課
讐

上
に
は
不
精
密
不
満
足
で
脅

、
堕

て
所
得
課
聾

依
る
翁

負
袴

見
地

か
ら
見
れ
ば
、
所
得
を
直
循

纏

す
る
所
得
視
に
劣
る
ξ

に
な
・
が
、
併
し
唯

顛

、
其
が
所
得
欝

も
勝

る
こ
せ
が
あ
る
。
他
で
は
な

い
つ
所
得
が
人
の
経
濟
上
の
地
位

の
唯

一
完
全
の
表
示
で
な

く
ハ
財
産
も
が
共
地
位

に
影
響
す
る
の
で
あ
る
か
、
比
熱
よ
り
見
れ
ば
、
柱
暦
支
出

の
方

が
所
得

の
影
響

の
外

、
財
産

の
影
響
を
も
受
け
・

随
ふ
て
少
く
ご
も
比
熱
に
て
は
住
居
税
の
方
が
所
得
視
よ
り
も

一
層
公
卒

こ
い
ひ
得

る
(註
二
八
)。
左
b
ご
て
所
得

税
の
㌍

黍

課
税

の
上
に
葵

任
務
を
有

つ
も

の
を
止
め
る
こ
譲

勿
論
出
家
な
い
・
各

別
髭

所
得
襲

行

鳳
れ
て
、
議

を
補
,書

の
ε
し
て
或
改
頁
さ
れ
な
る
住
居
税
を
用
ゆ
る
こ
議

右
、の
見
地
か
ら
得
誓

い
ふ

を

得

る

乃

、
.

-

垂

=
八
}
加
餐

掻

居
税
髭

か
所
得
税
の
整

ミ

し
翌

3

い
ふ
大
な
・
特
艦

有
っ
。
財
産
税
が
此
餐

存
し
な
髭

で
は
・
住
居

税
が
財
産
折
有
に
依

る
各
人
の
給
付
能
力
な
計
算
に
入
れ

る
こ
ミ
に

よ
っ
て
然
リ

ミ
い
細
。

第
二
段

住
居
視
と
支
出

」
「
更

に
給
付
能

力

の
測
定
標

準

ご
し
て
、
人

の
支
出

、
特

に
其
碧
修
的
支

出
を
選

む
ご

い
ふ
窺

黙
よ
り

す
る

ご
き

は

、
住
居
支
出

は
其

代
.表
的
.の
も
.の
ε
↓

て
、
他

の
種

の
支

出
よ

り
も

一
層
便
利

で
、
之

を
以

て
全
支
出

の
大
小

住
居
観
ピ
公
準
貢
櫓

,
.

第
九
巻

(第
一
號

六
[
M
.

六

一

36)Kato ,a.a.0.S.58.

「



へ

「

佳
届
書

傘

貢
搬

第
九
巻
.
(第

一號

山王

)

六
二

を
見
る
最
良

の
標
準
ご
す
る
て
ε
が
出
来

る
(註
二
九
∀。
勿
論
人

の
全
支
出
叉
は
全
奢
侈
的
支
出
を
見
出
す
ご
ε
が

出
凍
れ
ば
、
其

に
越
し
だ
る
O
ε
は
な
い
が
、
其

か
困
難
で
、
何

か

一
の
支
出

に
よ
っ
て
之
を
推
定
す
る
に
甘
ん

じ
や
う
ε
な
れ
ば
伺
う
し
て
も
先

つ
此
住
居
支
出
に
來
ら
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
蓋
し
此

が
諸
支
出
中
、
最
重
要
な

る

一
目
で
あ
り
(註
三
〇
)、
其
が
最
外
形
的
で
捕
捉
容
易
ε
い
ふ
租
挽
技
術
上
の
便
利
も
あ
る
(註
三
=
。
勿
論
之
を

奢
侈
的
支
出
の
代
表

ご
見
れ
.ば
、
各
家
に
つ
き

一
.定
最
小
儂
値
を
超
過
す
る
部
分
の
み
.を
課
税
標
準
苞
す
る
こ
ε

ざ
す
べ
き
で
あ
り
、
軍
純
に
全
支
出

の
代
表
ε
見
る
場
合
に
て
も
、
右
よ
り
は
低
き
度

に
て
も
せ
よ
最
小
償
値
の

免
税
を
至
誉

す
る
。
そ
し
で
此
・碁

は
決
し
て
困
讐

給

い
。
斯
く
て
人

に
よ
っ
て
は
之
を
以
て
代
表
的

の

消
費
税
.巴

せ
ん

ε
す

る
程

で
あ

る
(註
三
二
)。
.

〔讐

九
;

到

ス
ミ三

に
曰
く
・
.全
生
活
醤

誓

畠

裏

の
割
盒

富
の
度
の
異
々

工
具

る
.
此
が
恐
ら
く
に
其
幾

度
に
於
姦

高
ぐ
・
柴

警

匹

望

潮
姦

退
』

響

三

股
に
最
低
度
・
毒

低
で
あ
ら
　
。
一

此
故
量

醤

衿

ろ
税
に
一
般
堰

薯

・

上
に
垂

く
軽

ら
ミ

・
て

芸

で
あ
ら
一
。
而
し
て
黍

葦

此
奮

あ

臣
撃

恐
ら
く
は
頗
・
霜

當
芸

あ

に
な
い
で
あ
ら

　
・
面
し
養

君
が
姦

人
の
割
曾

て
の
み
な
享

、
多
少
其
割
合
以
上
に
・て
も
公
蓉

貢
献
す
ろ
.言
に
不
相
當
で
な
ぜ
で
奪

.つ。
一

一
般

に

い

へ
ば

人

の
全
支

出

の
大

小

葎
判
断

す

ろ
心
得

る
出

費

叉

ば
珊
愛

の
或

物
件

ご
し
て

に
屋

賃
よ

り

長

い
も

の

は
な

い
ε
、

、、、
ル
も

曰
く

、

人
の
支
出

の
由
丁
に
て
全
盤
上
其
方
便
の
此

よ
り
も

「
暦
頁
音
標
準
々
示
す
も
の
は
な

い
。
一

人
が
屋
賃

に
佛

ふ
も

の
が
或
も
の
㌧
標
撃
ピ
な

る

ぞ与

れ
ば

・
此

-・
彼
が
持

つ
物
の
標
準
で
11
な
く
て
・彼
が
支
出
に
供
し
得

を

考
ふ
る
も
の
療

進
・で
あ
を

。
ベ
ル
ギ
ウ
ス
し

.、、
ル
轟

ほ
同

舞

い
ひ
・
再

ウ

・
ズ

;

バ
・

・
桂

怪

模
型
的
使

楊

の
蓼

の
あ

に
代
印
得

ゐ
ピ
い
ひ
、
プ
・
・
フ
ァ
暇

各
人
還

窟

に
封

三

袋

芒

て
攣

れ
響

凡

へ
て
の
隻

語

に
・
・
住
居

量

・
鳶

・
セ

あ

藩

・
響

・
・
あ

で
め
・
・
臨

、

37)AdamSmith,W.ofN.Bk.V.Ch.II.Pt.II.Art.1.Mill,1.c.Bergius,

a.a.0.S,276.・Umpfenbach,Fw.S・285・Pfeiffer・a・a.O・S・488・
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垂

[δ

)

ア
毒

・
ハ
ル
占

蕎

人
の
最
重
要
且

つ
同
時
ド
最
認
め
得

へ
藷

要
経

居
支
出
で
あ
を

い
ひ
・
フ
チ
ッ
ケ
極

居
が
生
活
需

の

要

の
種

々
の
物
艦

の
中

に
就

き
現

は

ろ

＼
里
要

の
爲

め

に
、
他

の
消

費
税

の
如

く

而
く

此
住

居
醗

が

無
償

値

で

に
な

い
ピ

ビ
秘

(駐

罠

一
)

フ
チ

ッ
ケ
ー工
其

課

醗
標

準

9

認
識

し
得

.へ
き

こ

こ
の
爲

め
に
此
住

居

税

が
他

の
浦

曲

脆

の
如
く

而

く
無

慣
値

で
な

い
ε

い
ひ
、
諸

多

の

の

r
學
者

、

ヘ
ツ
ケ

ル
、

バ

沽
テ
τ

プ

ル
、

ボ
τ

り
ー

ユ
ー

、

プ
ア

イ

ノ
ァ
ー

、

コ
ツ
サ
等

凡

へ
て
島

脱

の
賦

課
徴

攻

の
一谷
易
…間
閨
甲な

畢

ぐ
N

(註
ヨ
;

例
之
ペ
チ
ー
髭

難

裟

親
中
最
薯

あ

ご
し
、
性
質
上
位
の
支
轡

關
嚇
す
垂

出
の
集
合
的
饗

税
の
推
薦
に
於
て
持
経

の

居
税
な
考

へ
た
。
そ
れ
か
ら

デ
ツ
カ
ー
ば

「
七
四
三
年
に
凡

へ
て
の
他
の
種
の
消
費
税
な
住
居
視
に
よ

つ
て
代

ら
し
め

や
う
ミ
提
案
し
、
.

二

の
如
註

蟹

撃

占
嘉

島

亥

た
け
・
逆

寄

此
豪

農

値

琵

例
薄

・
な
・
ば
・
此
が
慰

で
総

の
申
に
て
最
傘

及
田取
放
陪
陛な

き

も

の

」

一
で
・あ

る
ざ
さ

へ
い
ふ
て
居

恥

く

ラ

G
併
レ
な
が
ら
偽
金
支
隻

は
舞

修
的
支
出
晶

質
支
出
叉
は
其

憂

小
贋
値
を
超
ゆ
る
屋
賃
支
出
と
の
問
に

「
定

の
規
則

正
し
き
關
係
あ
り

こ

い
ふ

こ

と
は
出
家

な

い
。
前

に
所
得

に

つ
い
て

い

へ
る
所

を
準

用
す

る
を
得

る

通

り
、
各
人

の
自
由
意

思

に
よ

り
並

に
其

住
所
地

、
職
業

、
地

位
、
家
族

、
慣
習
等

に
よ

り
不

同

の
割
合

た

る
を

免

れ
虜

、
且

つ
支
出

の
大
小
に
謝

し
規

則
正
し
ぐ

増
減
す

る
&

い
ふ

こ
ゼ
も

な

い
(註
三
三
)。
故

に
精
密

に
公
箏

㌘

ト

る
聾

な
る
こ
と
は
出
來
な
込
。
田
併
し
全
支
婁

は
金
葎

的
支
出
を
捕
捉
す
る
こ
墓

出
蘂

各
箇
の
支
出

に
課
す
.る
蛇
目
通

の
消
費
税

で
甘

ん
じ
、
之
を
探

る
こ
ど

、

な
れ
ば

、
此
住
居

視

に
存

す

る
不
公
卒

の
如

き
は
凡

へ

て
の
消
費
讐

共
通
で
あ
り

註̂
三
四
v、
む
し
ろ
此
等
の
箇

々
的
居
る
消
費
税

の
中
で
髭

住
居
椀
が

蕃

公
雫
で

あ
り
、
貧
乏
人
に
も
堪
ぬ
易
き
も
の
と
い
ひ
得

る
(駐
三
五
∀。
特
に
最
小
屋
賃
を
冤
視
8
し
又
は
極
め
て
奢
侈
的
な

る
住
屋
の
み

の
税
こ
す
る
菰
ら
ば
、
決
し
て
不
當
の
税
で
は
な
い
。
住
居
挽
を
似
て
生
活
必
要
品
税

ご
同
蓬
見

る

蔭

醗
墨

金

櫓

第
九
巻

(第
蔑
.
.
六
三
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六
三
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住
居
磐

傘

貢
櫓

↑

・

募

巻

(塑

號

六
四
v

六
四

〔註
三
さ

に
至
て
は
過
ぎ
て
居
.る
。
假
令
最
小
慶
賀

の
冤
税
を
行
は
な
い
に
し
て
も
、
夫

の
生
活
必
要
品
其
も
の
に

課
す
る
翼

讐

り
は
勝
つ
で
居
る
。
小
民
に
も
轟

蒙

る
が
富
窟

一
興

な
る
纂

ご
禁

傾
あ
る
だ
け

に
於
て
勝
る
。
で
夫

の
入
市
視
等
に
代

る
に
此
住
居
税
を
以
て
し
や
う

ε
い
ふ
運
動
叉
は
考
(註
三
七
)
の
如
き
は
敢

て
不
當
で
な
い
。
勿
論
之
を
以
て
輩

一
の
清
費
視
こ
し
允
り
、
呪
や
之
を
軍

一
視
8
す
る
に
至
て
は
到
低
認
む
る

を
得
ね
が
、
之
を
改
造
し
て
奢
侈
視
的

の
も

の
ε
レ
、
他

の
浩
費
視
等

巳
共

に
所
得
椀
の
補
完
を
爲
さ
し
む
る
臆

決
し
て
不
當
で
は
な
い
〔註
三
入
)。

垂

≡

)

罫

蓄

占

小
幕

奢

チ
集

計
は
醤

籍

に
て
ば
薯

　

も
其
隻

出
の
濤

大
芸

割
合
程

居
に
使
學

る
禽

.、

.

す
蕊

ひ
・
プ
ア
イ
フ
ァ
工
高

様
の
諜

の
¶ミ

き

㌔
・
暫

・
如
き
昊

購

で
あ
っ
て
饗

な
・
議
論
で
器

・
。

{註

三
四

)

例

之

、
吝

蛮
漢

が

此
税

の

一
部

な
脱

t
得

ろ
こ

ε
に
凡

べ

て

の
消

費

税

に
贈

る
、
導
、
で
あ

り

(
、、、
ル
、

ベ
ル
ギ

ウ

乙

小

供
多

吾

細
民

に

ね

不

相

窟

に
重

く

課
税

さ

る
る

・、
ξ
も
諸

多

の
消

費
税

に
當

ろ
所

で
あ

乃

〔
滞
ー

リ

ュ
ー
、
加

藤

H。

)　

註̂
三
五
V

プ
ァ
イ
・
ア
占

之
黛

つ
蛋

民
に
要
求
さ
で

邊

貢
誓

い
ふ
、ミ

に
多
・、
の
他
の
浩
輩

～

も
融

言注
意
す
。

整̂

六
=

ッ
〃
ル
に
之
に
欝

生
活
必
要
品
の
縫

爵

t
鶏

;

丸

へ
て
の
非
難

・
・
ミ

差

・
三

思

(註

ミ
七
V

ボ
ー

リ
ュ
ー
ば
屋
賃
の

一
定
小
額

か
免
ず

ろ
こ
ε
存
止
ゆ
て
一
む
し
ろ
此
屋
賃
租
だ
し
て
最
重
く
且

つ
最
窮
屈
猛
る
間
接
税
、
例
之
萄

葡
酒
ゴ
サ
イ
ダ
ー
・
嬰
酒
税

心
腹
止

ぜ
し
む
る
道
具

こ
し
て
使
用
す

る
な
選
む

へ
浅
ミ
篤
し
、
プ
ア
イ
フ
ァ
ー
は
此
が
地
方
税
ぜ、
し
で
、入
市
税

、

ゆ

裟

税
及
他
の
間
接
税
よ
り

の
攻

入
"
代

ろ
矯
め
に
益

々
採
用
.
.-來

ろ

へ
し
亡
い
ふ
。

・

(註
三
κ
》

シ
エ
フ

レ
τ
は
・

一
般
叉
ば
輩

一
使
用
税
亡
し
て
の
住
居
税
に
反
封
す

へ
き
も
の
で
あ
る
。
他

の
間
接
使
用
税
の
傍

に
使
用
税
盟
系

の

中
に
入
れ
ら

れ
て
、
初

め
て
此
が
家
屋
牧
益
税
の
重
要
な

る
改
良
、
其

神
苑
な
許
す
で
あ
ら
う
ご
い
ひ
、
ビ
ル

ン
バ
ウ
み
に
此
税

に
關
嚇
し
て

、

す
・へ
て
各
税
に
唯
だ
全
租
税
盟
茶
内
に
の
み
真
正
當
な
ろ
慣
値

羅

持
著

な
得

る
。
斯
く
て
恐
ら
く
は
本
来

不
嘗
に
し
て
酷
な

る
税

が

一
定

の
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b

蛸

燈
系
の
中

に
正
常
に
包
容
さ
ゐ
」
こ
ご
に
エ

っ
て
満
足
な

ろ
任
務
な
蓋
し
得

る
の
故

に
辯
護
ゼ
し
む
ε
い
ふ
。

結

論

■

.

■
、

.

要
之
、
住
居
枇
、
特
に
屋
賃
を
標
準
ご
す
る
其
は
決
し
て
理
想
的
完
全
に
裂
干
な
視
ε
は
い
へ
な
い
。
が
之
を

一

の
消
費
税
ご
見
れ
ば
他

の
も
の
に
勝

っ
て
公
李
ε
い
ふ
こ
と
が
出
来
、
所
得
税
に
比
す
れ
ば
公
卒
に
於
て
劣
る
が
、

併
し
大
磯
的
公
平
を
得

て
居
り
、
所
得
税

の
補
完
ε
な
る
資
格
は
あ
り
、
映
難
多

き
所
得
税
な
ざ
に
比
す
れ
ば
或

は
む
し
ろ
之

に
勝
る
亡
い
へ
る
。
そ
れ
で
此
が
公
雫
負
憺

の
見
地
か
ら
萬
更
ら
棄
て
投
も

の
で
な
い
ε
い
ふ
ご
&

に
な
る
凱
之
を
輩
純
な
る
盤
に
て
叉
軍
濁
な
る
視
こ
し
て
は
薦
む
る
を
得
ぬ
が
、
之

を
改
造
し
且

つ
租
税
騰
系
中

の

一
視

`
す
る
な
ら
ば
、
相
當
に
償
値
あ
る
も
の
ご
な
り
得
る
と
考
ね
ら
る
る
。

住
居
税
ピ
公
平
貢
婚
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